
0

地方の農産物のブランド支援に向けた

連携強化について

平成２８年２月２５日

特許庁総務部普及支援課

審査業務部商標課

検証・評価・企画委員会（産業財産権分野第３回会合）資料

資料４

cs894355
長方形



（別紙参照）

地方の農産物のブランド支援に関する農水省と特許庁の連携について

地方における双方の相談窓口が連携して、「地理的表示（GI）」や「地域団体商標」の制度相談等に対応しているところ。
連携の強化に向け、「中央レベル」と「地方レベル」の両輪で連携を強化。具体的には、「中央レベル」では、情報共有や
共催セミナー等を通じ、両制度や施策の有効活用や普及啓発を推進。地方レベルでは、協力体制の強化を通じ、連携の促進。
連携を通じ、「地理的表示（GI）」と「地域団体商標」の両制度の有効活用を促進し、農産物のブランド化を支援。

１．ブランド支援に関する連携の状況 ２．連携強化に向けた今後の方針

知財総合支援窓口は、全国９カ所の農政局に設置された相談窓口
と連携し、地理的表示（ＧＩ）に関する問い合わせに対応。

２７年度は、地理的表示（ＧＩ）の取得を目指す生産・加工業者の団
体をＧＩサポートデスクや地方の農政局等に紹介。（年間約10件）

特許庁では、両制度の違いや活用方法に関する説明資料を作成。

知財総合支援窓口等を通じ、当該資料を配布し、制度についての
問い合わせに対応。（年間150件程度）。

【「地域団体商標と地理的表示（ＧＩ）制度比較資料】

中央レベルでは、連絡体制を整備し、「地理的表示（GI）」と「地域団
体商標」の両制度やブランド支援策について、情報を常時共有。

両制度や支援策を最大限活用し、効率的かつ効果的な支援を実施。

両制度の普及啓発に向けて、共催によるセミナーの開催や講師の
相互派遣を実施。

＜例＞
地理的表示（ＧＩ）や知財活用について農政局窓口や知財総合支援
窓口でどのような支援を行っているか、それぞれの研修の場等で
説明を実施。（予定）

ＩＮＰＩＴ地域ブロック担当者と農政局とによる、それぞれの地域窓口
間での連携体制等、協力に向けた環境整備を行う予定。

地域の経済産業局特許室と農政局で連携し、共催によるセミナー
などを開催。

連携強化に向けた今後の方針は以下のとおり。（１）「知財総合支援窓口」と「農政局」で相談をつなぐ

（２）「地理的表示（ＧＩ）」と「地域団体商標」の制度比較資料の活用

（１）中央レベルでの連携

（２）地方レベルでの連携
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地域団体商標の権利者及び

地域団体商標の取得を考えている団体のための

地域団体商標と地理的表示（ＧＩ）

の活用Ｑ＆Ａ

平成27年7月

特許庁 商標課

参考資料
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Ｑ１．私たちは、「○○りんご」について地域団体商標の登録を受けている農業協同組合です。登録
を受けている地域団体商標「○○りんご」について、更に地理的表示の申請をした方が良いで
しょうか。

「○○りんご」について、地域団体商標に重ねて地理的表示を申請し、登録を受けることができれば、次のようなメ
リットがあります。

産地と結び付いた品質について、国のお墨付きが得られます。

ＧＩマークが使用可能となります。（海外でも真の日本の特産品として差別化されます。）

地理的表示の不正使用は国が取り締まってくれます。

地理的表示登録によるメリット

ただし、次の点に留意が必要です。

地理的表示として登録されると、地域共有の財産となるため、独占排他的な使用ができなくなります。（地理
的表示の正当な使用に対して商標権の効力は及びません。）

構成員（生産者）の生産する農林水産物等に対して生産行程管理業務が義務付けられます。

地理的表示登録の際の留意点

１．「地域団体商標」に重ねて「地理的表示」を申請する場合

地理的表示の申請

メリットと留意点を踏まえた上で、地理的表示の申請を御検討ください。その際、登録されるためには、少なくと
も次のいずれにも該当する必要があります。

地域団体商標の指定商品が農林水産物、飲食料品等であること
その指定商品が生産地と結び付いた品質等の特性を有していること
申請に際して、その指定商品が有する特性やその生産方法等を明確に定め、登録後には、生産された商品がこ
れらを満たしているかどうか、商標権者が品質管理を実施すること
その指定商品が一定期間（概ね２５年）継続して生産された実績があること
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２．これから「地域団体商標」又は「地理的表示」を出願（申請）する場合

Ｑ２．私たちは、「○○りんご」という地域ブランドの取組を行っている団体です。この「○○りん
ご」について、地域団体商標又は地理的表示の出願（申請）を検討しています。どちらの制度を
利用するのが良いのでしょうか。

「○○りんご」をあなたの団体とその構成員のブランドとして保護し活用していくのであれば、地域団体商標
制度を利用してください。

「○○りんご」をあなたの団体等のみのブランドではなく、地域全体の共有財産として、保護し活用していく
のであれば、地理的表示保護制度を利用してください。

両制度のメリットを活用したいのであれば、両制度を利用してください。

地域ブランドの活用方針

地域ブランドが「地域名」＋「商品名」等の
文字からなること（商標の構成）

団体が農協や漁協等の組合、商工会、商工会
議所、NPO法人であること（登録主体）

地域ブランドが団体及びその構成員が使用す
る商標として需要者の間で広く知られている
こと（周知性）

地域団体商標の主な登録要件

上記「地域ブランドの活用方針」、「地域団体商標の主な登録要件」、「地理的表示の主な登録要件」を踏まえた上
で、地域団体商標又は地理的表示の出願（申請）を御検討ください。

産品が農林水産物、飲食料品等であること

その産品が生産地と結び付いた品質等の特性を有してい
ること

申請に際して、その産品が有する特性やその生産方法等
を明確に定め、登録後には、生産された商品がこれらを
満たしているかどうか、団体が品質管理を実施すること

その産品が一定期間（概ね２５年）継続して生産された
実績があること

地理的表示の主な登録要件

地域団体商標又は地理的表示の出願（申請）の検討
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３．「地理的表示」に重ねて「地域団体商標」を出願する場合

Ｑ３．私たちは、「○○りんご」について地理的表示を申請している団体です。「○○りんご」につ
いて、更に地域団体商標の出願をした方が良いでしょうか。

「○○りんご」について、地域団体商標の出願をし、登録を受けることができれば、次のようなメリットがありま
す。

不正使用に対して、自ら権利行使（損害賠償請求、差止請求）することができます。

税関に申し立てることにより、模倣品の輸入を阻止することができます。

国際登録制度（マドリッド協定議定書）を利用することにより、簡易な手続で海外に商標出願することができ
ます。

地域団体商標登録によるメリット

地理的表示には更新の手続きはありませんが、地域団体商標は１０年ごとに更新の手続きが必要です。（更新登録
料：４８５００円（１区分、１０年間））

地域団体商標登録の際の留意点

メリットと留意点を踏まえた上で、地域団体商標の出願を御検討ください。その際、登録されるためには、少なく
とも次のいずれにも該当する必要があります。

地理的表示が「地域名」＋「商品名」等の文字からなること（商標の構成）

生産者団体が農協や漁協等の組合、商工会、商工会議所、NPO法人であること（登録主体）

地理的表示が生産者団体及びその構成員が使用する商標として需要者の間で広く知られていること（周知性）

地域団体商標の出願
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（参考）地域団体商標制度と地理的表示（ＧＩ）保護制度

○ 地域団体商標制度は、地域ブランドの
名称を商標権（出所表示）として登録し、そ
の名称を独占的に使用することができる
制度。

○ 地理的表示保護制度は、生産地と結び
付いた特性を有する農林水産物等の名称
を品質基準とともに登録し、地域の共有財
産として保護する制度。
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地理的表示（ＧＩ） 地域団体商標

保護対象（物） 農林水産物、飲食料品等（酒類等を除く） 全ての商品・サービス

保護対象（名
称）

地域を特定できれば、地名を含まなくてもよい 「地域名」＋「商品名」等

登録主体 生産・加工業者の団体（法人格のない団体も可） 農協等の組合、商工会、商工会議所、ＮＰＯ法人

主な登録要件
・生産地と結び付いた品質等の特性を有すること

・一定期間（概ね２５年）継続して生産された実績があること

・地域の名称と商品が関連性を有すること（商品の産地等）

・商標が需要者の間に広く認識されていること

使用方法
地理的表示は

登録標章（ＧＩマーク）と共に使用（義務）
登録商標である旨を表示（努力義務）

品質管理

・生産地と結びついた品質基準の策定・登録・公開

・生産・加工業者が品質基準を守るよう団体が管理し、それを

国がチェック

商品の品質等は商標権者の自主管理

効力 地理的表示及びこれに類似する表示の不正使用を禁止 登録商標及びこれに類似する商標の不正使用を禁止

効力範囲
登録された農林水産物等が属する区分に属する農林水産物
等及びこれを主な原料とする加工品

出願時に指定する商品若しくはサービス又はこれと類似する商品
若しくはサービス

規制手段 国による不正使用の取締り 商標権者による差止請求、損害賠償請求

費用・保護期間
登録：９万円（登録免許税）

更新手続なし（取り消されない限り登録存続）

出願・登録：４９６００円（１０年間）

更新：４８５００円（１０年間） ※それぞれ１区分で計算

※平成２８年４月から登録料２８２００円、更新料３８８００円に減額

申請先 農林水産大臣（農林水産省） 特許庁長官（特許庁）

（参考）地理的表示（ＧＩ）と地域団体商標との違い


